
 
 趣   旨 
 営農条件不利地が多い中山間地域において、多様な農業者の営農継続により農地保全を図るため、
小規模農地を対象にした簡易な基盤整備を実施し、作業効率向上や作業安全性を確保するもの。 
 

 
 事業の内容 
  １ 小規模農地の簡易基盤整備 
  （１）田の区画拡大 （２）暗渠排水 （３）湧水処理 （４）水路整備 （５）石礫除去  など 
 
  ２ 工期は単年度 
 
  ３ 事業実施期間 令和元年度～令和５年度 
 
 採 択 基 準 

事業は、次に掲げる要件に該当するものとする。 
 (1)法指定の中山間地域における農用地 
 (2)受益者２戸以上 
 (3)事業費５０万円以上 
 (4)国庫補助事業要件に該当しない農用地 
 (5)耕作継続（５年間）誓約書の提出 
 
 
 

 

事業種目 単価（千円） 事業種目 単価（千円） 

区画拡大 １０５/10a 石礫除去 １４５／10a 

暗渠排水 １０５/10a ｸﾞﾗﾝﾄﾞｶﾊﾞｰﾌﾟﾗﾝﾂ ４７／100m2 

湧水処理 １００/100m 管理作業ステップ ２０／10m 

水路整備 ７０/10m 畦越えスロープ ２０／箇所 

客  土 ６５/10a 農作業道整備 ６０／10m 

 
 

中山間地域農地保全支援事業 

     市町村 

事業主体  

     土地改良区 

      

所管課班 農山漁村なりわい課 中山間振興班 

      

負担割合 区 分 国 県 市町村 その他 備 考 

 中山間地域農地保全 

支援事業 

－ 定額 

（下表） 

－ －  
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